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(1）連結経営指標等 

 （注）１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２．純資産の算定にあたり、第３期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

４．連結自己資本比率（国内基準）は、第３期より「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持

株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判

断するための基準」（平成18年金融庁告示第20号）に基づき算出しています。なお、第２期以前は旧基準に

より算出しております。また、第５期は平成20年金融庁告示第79号を適用しております。 

５．第１期から第３期までの株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。 

６．従業員数は就業人員数です。 

７．第１期は証券取引法第193条の２の規定に基づく監査を受けておりません。第２期、第３期については証券

取引法第193条の２の規定に基づき、第４期、第５期については金融商品取引法第193条の２第１項の規定に

基づき、あらた監査法人の監査を受けております。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

経常収益 (百万円)  653,259  758,711  759,280  822,153  860,323

経常利益 (百万円)  12,269  25,377  18,354  44,500  34,253

当期純利益 (百万円)  6,375  11,537  10,021  24,255  30,722

純資産額 (百万円)  182,817  263,040  270,179  261,627  204,897

総資産額 (百万円)  3,282,269  3,917,048  4,323,780  4,977,450  5,313,677

１株当たり純資産額 （円）  87,056.14  125,257.54  126,549.38  120,288.66  94,205.75

１株当たり当期純利益金額 （円）  3,069.93  5,494.28  4,772.09  11,357.53  14,125.14

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
（円）  －  －  －  －  －

連結自己資本比率 

（国内基準） 
（％）  12.17  9.99  12.01  14.62  13.32

自己資本比率 （％）  5.57  6.72  6.15  5.26  3.86

自己資本利益率 （％）  3.55  5.18  3.79  9.20  13.17

株価収益率 （倍）  －  －  －  35.48  18.62

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  274,150  425,411  258,171  445,452  730,038

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △286,192  △570,196  △87,215  △605,280  △769,813

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  3,500  －  △6,500  22,300  △4,591

現金及び現金同等物の 

期末残高 
(百万円)  253,969  109,263  273,760  136,186  91,634

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

 6,190

(443)

 5,975

(954)

 6,083

(1,031)

 6,253

(1,226)

 6,627

(1,405)

1



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２．純資産額の算定にあたり、第３期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

４．第１期から第３期までの株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。 

５．従業員数は就業人員数です。 

６．第１期は証券取引法第193条の２の規定に基づく監査を受けておりません。第２期、第３期については証券

取引法第193条の２の規定に基づき、第４期、第５期については金融商品取引法第193条の２第１項の規定に

基づき、あらた監査法人の監査を受けております。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

営業収益 (百万円)  509  7,129  7,243  7,927  7,955

経常利益 (百万円)  46  6,557  6,567  6,704  7,106

当期純利益 (百万円)  26  6,534  6,536  6,620  7,061

資本金 (百万円)  5,500  5,500  5,500  19,900  19,900

発行済株式総数 （千株）  2,100  2,100  2,100  2,175  2,175

純資産額 (百万円)  186,403  192,937  192,974  221,895  222,432

総資産額 (百万円)  186,499  193,049  193,150  222,176  222,680

１株当たり純資産額 （円）  88,763.45  91,875.23  91,892.82  102,021.00  102,267.69

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額） 
（円） 

 －

（－）

 3,095.24

（－）

 3,095.24

（－）

 3,000.00

（－）

 3,000.00

（－）

１株当たり当期純利益金額 （円）  12.61  3,111.78  3,112.83  3,100.11  3,246.69

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
（円）  －  －  －  －  －

自己資本比率 （％）  99.95  99.94  99.91  99.87  99.89

自己資本利益率 （％）  0.01  3.45  3.39  3.19  3.18

株価収益率 （倍）  －  －  －  130.00  81.01

配当性向 （％）  －  99.47  99.43  96.77  92.40

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

 13

(1)

 19

(2)

 21

(2)

 20

(3)

 30

(2)

2



（参考） 

参考として、主たる子会社の「主要な経営指標等の推移」を記載します。 

ソニー生命保険株式会社 

（主要な経営指標等の推移） 

 （注）１．保険料等収入、資産運用収益、保険金等支払金には、消費税等は含まれておりません。 

２．純資産額の算定にあたり、第28期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

４．株価収益率については、当該子会社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

５．従業員数は就業人員数です。 

６．第26期から第30期までの５期間について、いずれも証券取引法第193条の２又は金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に基づく監査を受けておりません。 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

保険料等収入 (百万円)  551,610  580,516  605,561  648,406  662,011

資産運用収益 (百万円)  50,089  108,438  78,722  87,493  98,781

運用利回り（一般勘定） （％）  1.70  2.22  2.02  2.17  1.11

保険金等支払金 (百万円)  194,141  231,881  219,347  241,106  274,778

経常利益 (百万円)  17,070  24,359  14,895  39,290  32,409

契約者配当準備金 

繰入額（△は戻入額） 
(百万円)  519  1,491  2,057  3,159  △429

当期純利益 (百万円)  10,102  9,616  7,494  18,514  33,783

資本金 (百万円)  65,000  65,000  65,000  65,000  70,000

発行済株式総数 （千株）  65,000  65,000  65,000  65,000  70,000

純資産額 (百万円)  141,142  217,833  216,568  182,671  140,730

総資産額 (百万円)  2,617,266  3,103,241  3,445,970  3,659,786  3,810,929

１株当たり純資産額 （円）  2,171.42  3,351.27  3,331.82  2,810.33  2,010.44

１株当たり当期純利益金額 （円）  155.41  147.95  115.29  284.84  487.58

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
（円）  －  －  －  －  －

自己資本比率 （％）  5.39  7.02  6.28  4.99  3.69

自己資本利益率 （％）  7.38  5.36  3.45  10.14  20.89

株価収益率 （倍）  －  －  －  －  －

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  292,485  282,009  327,479  334,751  357,141

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △299,655  △415,887  △151,810  △489,454  △384,389

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △6,500  △6,500  △6,500  △6,500  2,923

現金及び現金同等物の 

期末残高 
(百万円)  227,711  87,333  256,502  95,299  70,974

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

 

 

5,529

(277)

 

 

5,252

(301)

 

 

5,255

(341)

 

 

5,364

(476)

 

 

5,586

(533)
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ソニー損害保険株式会社 

（主要な経営指標等の推移） 

 （注）１．経常収益、正味収入保険料には消費税等は含まれておりません。 

２．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料 

３．正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料 

４．運用資産利回り（インカム利回り）＝利息及び配当金収入÷平均運用額 

５．資産運用利回り（実現利回り）＝資産運用損益÷平均運用額 

６．純資産額の算定にあたり、第９期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

経常収益 (百万円)  38,159  45,703  51,020  55,649  61,882

正味収入保険料 (百万円)  37,849  45,278  50,467  55,001  61,106

経常利益（△は損失） (百万円)  △2,806  △764  2,044  2,817  2,178

当期純利益（△は損失） (百万円)  △1,981  △441  1,598  2,185  △1,556

正味損害率 （％）  51.93  52.25  53.59  53.51  54.96

正味事業費率 （％）  34.58  30.28  26.32  26.74  26.71

利息及び配当金収入 (百万円)  274  298  442  578  684

運用資産利回り 

（インカム利回り） 
（％）  0.77  0.71  0.86  0.99  1.06

資産運用利回り 

（実現利回り） 
（％）  0.79  0.86  0.96  1.02  0.89

資本金 (百万円)  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000

発行済株式総数 （千株）  400  400  400  400  400

純資産額 (百万円)  12,086  11,709  13,320  15,385  13,678

総資産額 (百万円)  46,685  56,103  67,468  78,645  86,698

１株当たり純資産額 （円）  30,216.96  29,274.98  33,301.55  38,462.76  34,195.48

１株当たり当期純利益金

額（△は純損失金額） 
（円）  △4,952.52  △1,102.97  3,997.46  5,464.17  △3,891.46

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円）  －  －  －  －  －

自己資本比率 （％）  25.89  20.87  19.74  19.56  15.78

自己資本利益率 （％）  △15.15  △3.71  12.78  15.23  △10.71

株価収益率 （倍）  －  －  －  －  －

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  5,081  8,784  9,242  7,554  10,529

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △5,557  △11,350  △6,030  △7,537  △11,427

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  －  －  －  －  －

現金及び現金同等物の 

期末残高 
(百万円)  6,094  3,528  6,740  6,757  5,859

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

 

 

480

(478)

 

 

532

(566)

 

 

593

(582)

 

 

651

(605)

 

 

752

(694)
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ます。 

７．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

８．株価収益率については、当該子会社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

９．従業員数は就業人員数です。 

10．第７期から第11期までの５期間について、いずれも証券取引法第193条の２又は金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に基づく監査を受けておりません。 
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ソニー銀行株式会社 

（主要な経営指標等の推移） 

 （注）１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２．純資産額の算定にあたり、第６期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

４．自己資本比率（国内基準）は、第６期より「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等

に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19

号）に基づき算出しております。第５期以前は旧基準により算出しております。また、第８期は平成20年金

融庁告示第79号を適用しております。 

５．株価収益率については、当該子会社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

６．従業員数は就業人員数です。 

７．第４期から第８期までの５期間について、いずれも証券取引法第193条の２又は金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に基づく監査を受けておりません。 

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

経常収益 (百万円)  11,353  17,225  19,470  25,988  33,361

経常利益(△は損失) (百万円)  △1,659  2,228  1,354  2,746  414

当期純利益(△は損失) (百万円)  △1,663  3,258  1,023  4,492  △710

資本金 (百万円)  23,750  25,000  25,000  25,000  31,000

発行済株式総数 （千株）  475  500  500  500  620

純資産額 (百万円)  35,318  34,715  36,878  35,712  46,264

総資産額 (百万円)  618,459  754,768  806,848  1,211,000  1,411,956

預金残高 (百万円)  546,717  599,952  752,366  1,144,398  1,326,360

貸出金残高 (百万円)  126,385  239,467  284,712  347,065  477,072

有価証券残高 (百万円)  321,600  449,549  381,234  488,777  823,174

１株当たり純資産額 （円）  74,354.55  69,431.63  73,756.03  71,424.33  74,619.51

１株当たり当期純利益金

額(△は純損失金額) 
（円）  △3,692.06  6,821.86  2,046.92  8,984.11  △1,225.83

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円）  －  －  －  －  －

単体自己資本比率 

（国内基準） 
（％）  11.97  9.24  11.49  9.15  13.37

自己資本利益率 （％）  △5.33  9.30  2.85  12.37  △1.73

株価収益率 （倍）  －  －  －  －  －

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △23,493  135,772  △78,756  101,999  364,059

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  19,127  △141,859  70,547  △102,630  △373,699

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  10,000  2,500  －  －  13,999

現金及び現金同等物の 

期末残高 
(百万円)  19,773  16,186  7,977  7,346  11,705

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

 

 

100

(69)

 

 

120

(85)

 152

(108)

 

 

162

(140)

 203

(176)
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(1）提出会社 

(2）ソニー生命保険株式会社 

２【沿革】

年月 事項

平成16年３月 ソニー株式会社が金融庁より保険業法に基づく保険持株会社の設立及び銀行法に基づく銀行持株

会社の設立認可を取得 

平成16年４月 ソニー株式会社からの会社分割により、「ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社」を

設立（資本金５億円） 

傘下にソニー生命保険株式会社（持分比率100％）、ソニー損害保険株式会社（持分比率

100％）、ソニー銀行株式会社（持分比率80.0％）を置く 

平成16年６月 株主割当による100億円の増資を実施（増資後の資本金：55億円） 

ソニー銀行株式会社に対する100億円の増資を実施（持分比率84.2％） 

平成17年９月 ソニー銀行株式会社の発行済株式の一部（LabMorgan Investment Corporation保有分）の買取り

（持分比率87.4％） 

平成18年２月 ソニー銀行株式会社の株主割当増資引き受け（持分比率88.0％） 

平成19年10月 東京証券取引所市場第一部に株式を上場、有償一般募集増資288億円を実施（増資後の資本金：

199億円） 

平成20年３月 ソニー銀行株式会社の発行済株式の一部（株式会社三井住友銀行保有分）の買取り（持分比率

100％） 

平成20年４月 ソニー銀行株式会社の株主割当増資60億円引き受け 

平成20年５月 ソニー生命保険株式会社の株主割当増資100億円引き受け 

平成20年11月 ソニー銀行株式会社の株主割当増資60億円引き受け 

年月 事項

昭和54年８月 ソニー株式会社とザ・プルデンシャル・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカとの合

弁出資により「ソニー・プルーデンシャル生命保険株式会社」を設立 

昭和55年２月 「ソニー・プルデンシャル生命保険株式会社」に商号変更 

昭和56年２月 生命保険業の事業免許を取得 

昭和56年４月 営業を開始、ライフプランナー制度を発足 

終身保険をはじめ主契約５種、特約５種を販売商品とする 

昭和58年４月 団体定期保険、団体信用生命保険発売 

昭和62年７月 プルデンシャルとの合弁契約終了に合意 

昭和62年９月 「ソニー・プルコ生命保険株式会社」に商号変更 

平成元年10月 募集代理店制度発足 

平成３年４月 「ソニー生命保険株式会社」に商号変更 

平成３年７月 団体年金保険の取扱開始 

平成８年３月 ソニー株式会社の100％子会社となる 

平成９年８月 ５年ごと利差配当付個人年金保険、５年ごと利差配当付養老保険発売 

平成10年８月 子会社「Sony Life Insurance (Philippines) Corporation」をフィリピン共和国に設立 

平成13年５月 ライフプランナーによるソニー損害保険株式会社の自動車保険の販売開始 

平成14年３月 ソニー銀行株式会社の住宅ローン向け団体信用生命保険の引受開始 

平成16年12月 ライフプランナーによるソニー銀行株式会社の住宅ローンの申込取次業務を開始 

平成19年８月 AEGONグループとの折半出資により「ソニーライフ・エイゴン・プランニング株式会社」を設立 

平成20年１月 ソニー銀行株式会社の銀行代理業務開始 

平成20年10月 北京駐在員事務所を開設 
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(19）システムリスク 

当社グループが保有している情報システム及び外部委託先の情報システムには、インターネットを利用し

たマーケティング販売チャネル、ポートフォリオ・マネジメント・ツール、保険契約管理や預金・貸出金管

理、統計データ、個人情報を扱うバックオフィスシステム等があります。顧客からの申込受付、支払その他

の取引等を適切に処理できない場合を含め、インターネットやシステムの障害・停止は、業務に重大な影響

を与える可能性があります。そのような事態は、業務の遅延による顧客の不満、ひいては行政処分、損害賠

償訴訟等につながり、当社グループのイメージの悪化、収入・手数料その他の事業機会の減少をもたらす可

能性があります。当社グループや外部委託先、提携先のＩＴその他のシステムは、下記のような様々な障害

により影響を受ける可能性があります。 

・ ネットワークやシステムアーキテクチャにおける欠陥及び誤動作を含む、ハードウェア・ソフトウ

ェアの欠陥及び誤動作 

・ 想定を超えた利用量 

・ 事故・火災・自然災害 

・ 停電 

・ 人為的な過失、サボタージュ、ハッキング・破壊活動等 

・ コンピューターウイルス 

さらに、当社グループ及び外部委託先・提携先の業務並びにＩＴその他のシステムは首都圏に集中してお

り、首都圏での地震やその他災害により事業に支障をきたす可能性があります。そのような場合に、当社グ

ループ及び外部委託先・提携先が速やかに業務を再開できるという保証はありません。 

  

(20）重要な業務の外部委託先に係るリスク 

当社グループは、下記のような業務を第三者に委託しています。 

・ 主要な情報システムの保守・開発 

・ カスタマーセンターの電話・情報管理システムの開発・保守 

・ 顧客・株主向け各種変更通知等の印刷・発送 

・ ソニー損保の契約者が事故にあった場合のロードサービス、損害調査サービス 

・ ソニー銀行の口座保有者に対するＡＴＭサービス 

・ ソニー銀行のカードローンに関する借入人の信用評価と保証サービス 

・ ソニーバンク証券の証券仲介取引に関する事務・情報システムの開発・保守 

・ 文書保管 

・ その他バックオフィス業務 

これらの業務に関し、外部委託先が効率的に合理的なコストで業務を継続し、当社グループの事業の拡大

にあわせて適切に業務を拡大できるという保証はありません。システム停止、処理能力超過等によりこれら

のサービスが停止した場合、当社グループが顧客に対しサービスを提供できないこととなり、当社グループ

のイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、当社グループはかかるサービスの代替手段を速や

かにかつ合理的なコストで導入することができない可能性があり、その場合、追加的な費用が発生する可能

性があります。これらの理由により、かかるサービスの停止が当社グループの事業及び業績に悪影響を与え

る可能性があります。 

  

(21）個人情報漏えいに関するリスク 

当社グループは、外部委託先に委託しているものも含め、オンラインサービス及び集中的なデータ管理を

広範囲で活用していることから、安全な機密情報の維持・伝達が重要となっております。顧客・株主情報の

紛失・漏えい、盗難、当社グループあるいは外部委託先、提携先のＩＴその他のシステムにおけるセキュリ

ティ侵害が起こらない保証はありません。当社グループが個人情報を紛失した場合や、第三者が当社グルー

プ、提携先、外部委託先等のネットワークセキュリティを破り顧客・株主の個人情報を不正利用した場合等

には、当社グループに対し訴訟を提起される可能性があり、また企業イメージが悪化する可能性がありま

す。当社グループの役職員による顧客・株主情報の紛失、漏えい、不正利用についても同様です。顧客・株

主情報の紛失、漏えい、不正利用、その他セキュリティの侵害は、当社グループの信頼性に悪影響を与え、

事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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(22）従業員、代理店、第三者の供給業者又は顧客の不正により損失を被るリスク 

従業員、代理店、第三者の供給業者及び顧客による詐欺やその他の不正、例えば、違法な販売活動、詐

欺、なりすまし犯罪、個人情報の紛失等により損失を被るリスクがあります。特に、ソニー生命のライフプ

ランナーや代理店はそれぞれ相当程度の裁量をもって活動しており、顧客と直接の関係を持ち、その個人

的・経済的情報を知りうる立場にあります。さらに、一部の第三者の供給業者も顧客に関する個人的・経済

的情報を知りうる立場にあります。 

また、顧客も、口座の不正利用や口座開設における虚偽の個人情報の申告等、詐欺的行為を行う可能性が

あります。こうした詐欺的行為は事前に防止、察知することが困難であり、またその損失を回復することは

困難です。これらの行為により当社グループのイメージも悪化する可能性がありますが、特に、顧客がマネ

ーローンダリングやその他の違法行為のために口座を利用した場合、当社グループのイメージは大きく悪化

し、多大な法的責任を負う可能性があり、また行政処分の対象となる可能性があります。 

  

(23）リスク管理方針及びリスク管理マニュアルが予期せざるリスクに対し適正に機能しないリスク 

当社グループのリスク管理は、流動性リスク及び投資活動に関連したその他のリスクに加え、事務リス

ク、システムリスク、保険引受リスク、法務リスク、風評リスク及び事業継続リスク等を含めた一連のリス

クに対処することを企図しております。しかし、当社グループが商品やサービスを多様化し、顧客基盤を拡

充するに伴い、これらのリスクを管理するために必要なシステム及びリスク管理の改善を行うことが困難と

なる可能性があります。リスク管理ポリシー及びリスク管理マニュアル等は、事業に伴う様々なリスクに関

連した損失防止に有効でない可能性があります。 

これらのポリシーやマニュアル等が適正に機能しない場合には、当社グループの業績に多大な悪影響を及

ぼし、損失を生じさせる可能性があります。 

  

  

2.業界に係るリスク 

(1）競争状況に関するリスク 

金融業界は、激しい競争状況におかれております。さらに近年、生命保険業界と損害保険業界間、保険業

界、銀行業界、証券業界間の障壁が緩和され、新しい競争圧力が生じております。 

保険事業について 

生命保険業界においては、伝統的な保険会社に加え、巨大金融コングロマリットの保険子会社や他保険会

社との提携を通じた生命保険業界参入も見られるほか、インターネットにより生命保険を販売する保険会社

や外資系の競業他社及び全国農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会、日本生活協同組合

連合会等も同様の生命保険商品を提供しており、競合関係にあります。 

損害保険業界においては、代理店を通して契約を獲得する従来型の保険会社に加え、ソニー損保のように

電話やインターネットによるダイレクトマーケティングによって保険を販売している保険会社とも競合して

おります。近年は、大手既存保険会社によるダイレクトマーケットへの参入や外資系の競業他社による国内

損害保険市場への参入等も見られております。 

保険業界において、競合他社の有する優位性には以下が含まれます。 

・ 資本力と財務格付け 

・ ブランド力 

・ 他の金融機関との提携等による強力なマーケティング、販売ネットワーク 

・ 価格優位性 

・ 顧客基盤 

・ 幅広い商品及びサービス 

銀行事業について 

ソニー銀行は、個人向け金融サービス市場における激しい競争に直面しております。ソニー銀行は個人向

けの資産管理及び融資業務の提供に注力しております。近年、都市銀行、地方銀行及び信託銀行等の既存金

融機関は、個人向け金融サービス市場での取り組みにより重点を置いております。既存金融機関の多くは、

インターネット等を利用した銀行業務を拡大し、また投資信託及び個人年金商品の販売等の個人向けの資産

管理業務並びに住宅ローン等の個人向けの融資業務を拡大しております。また、ソニー銀行は、多くの銀行

が提供している金利よりも通常低い金利で、住宅金融支援機構と協力して長期固定金利住宅ローンを提供し

ているノンバンクとも競合します。ソニー銀行はまた、個人向け金融サービスの提供に関し既存証券会社や
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ネット証券、外国為替証拠金取引業者との競争にも直面しています。ソニー銀行の顧客との主たる接点は

インターネットであり、支店を設置していないため、取引を支店で行うことができる金融機関を選好する顧

客にはアピールしづらい可能性があります。 

当社はまた、郵便貯金その他の個人向け銀行業務や保険業務を行う日本郵政株式会社グループとも競合す

る可能性があります。日本郵政株式会社グループは全国に多数の郵便局を有し、近年生命保険業務、銀行業

務を拡充しています。日本郵政株式会社は、平成19年から最長10年の経過期間を経て完全民営化される予定

であり、経過期間の終了後は生命保険、個人資産運用商品、その他の幅広い金融商品・サービスを提供する

ことが予定されており、金融業界の競争はさらに激化すると考えられます。 

また、銀行業界と証券業界の間の規制上の障壁は、現在、さらに緩和されており、例えば、共通の持株会

社の下で事業を営む銀行と証券会社が顧客情報を共有することを許容し、銀行と証券会社がより幅広いサー

ビスを提供できるようになりました。大規模な既存の金融コングロマリットに有利となる規制緩和措置は、

わが国における金融サービス業界のさらなる統合に繋がる可能性があります。異なる金融サービス業界間の

参入障壁が継続的に緩和するにつれて、様々な国内外の金融機関が拡大しつつあるビジネスチャンスを活用

しようとするため、これらの業界間の競合は激化し続けると当社は予測します。わが国における金融サービ

ス市場における競合の水準の上昇により、当社の事業及び業績が悪影響を受ける可能性があります。 

  

(2）顧客・人口動態の変化によるリスク 

生命保険事業について 

日本の人口の高齢化及び長期にわたる不況により、生命保険業界は全体として、解約率の上昇や新規契約

の減少という影響を受けてきました。ソニー生命の商品開発及びマーケティングは、中期的には比較的安定

的に推移すると見込まれている30歳代から40歳代の顧客をターゲットとしていますが、総人口の減少が、当

社の事業及び業績に想定外の悪影響を及ぼす可能性があります。 

損害保険事業について 

ソニー損保の主たる商品である自動車保険の市場は、横ばい傾向にあります。これは国内の新車登録台数

が減少傾向にあることや、軽自動車等比較的安価な車両が保有契約台数に占める割合が増えていることから

１車両あたりの保険料の平均額が減少傾向にあること、さらに、契約を継続することにより割引が進行する

契約者が多いことから、保険料の平均額が減少傾向にあることによっております。ソニー損保やその他のダ

イレクト損保会社は、近年マーケットシェアを伸ばしていますが、ソニー損保の戦略は、ダイレクト損保会

社が市場全体においてさらにマーケットシェアを拡大し続けることを前提としております。例えば顧客が、

ダイレクト損保会社について、その他の競合他社よりも信頼性又はサービスの水準が低いと考える場合、ダ

イレクト損保会社のマーケットシェアが期待どおりに成長しない可能性があります。ダイレクトマーケティ

ングが顧客に受け入れられずシェアが伸び悩むような場合には、当社グループの業績に悪影響を与えます。

銀行事業について 

ソニー銀行の顧客との主たる接点はインターネットです。当社グループが銀行事業（証券仲介事業を含み

ます。）において成長を持続できるか否かは、インターネット専業の金融機関によるインターネット等を利

用した銀行サービス及び証券仲介サービスがこれまでのように支持されていくかどうかによります。情報セ

キュリティ上の懸念又はその他の理由によってインターネットの利用度が低下した場合、あるいは顧客が支

店を設置している金融機関への選好を示した場合は、インターネット等を利用した銀行サービス及び証券仲

介サービスに対する需要が期待どおりに成長しない可能性があります。インターネット等を利用した銀行サ

ービス及び証券仲介サービスが継続的に成長しない場合、又は成長率が低下した場合には、当社グループの

成長見通し及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）個人向け金融サービス市場における技術等の進歩に対応できないリスク 

個人向け金融市場は現在急速な技術的変化に晒されています。顧客の要求の変化、新商品・サービス導入

の早期化、業界基準の変化等が見られます。インターネットやダイレクトマーケティングチャネルを効率的

に利用できることは当社グループの成長の鍵であり、将来の成功は、適時かつ費用効率のよい態様における

一部既存サービスの促進、新サービスの開発に依存しています。こうした技術的変化や顧客の要求の変化、

業界基準の変化に対応できない場合、対応策への投資が費用効率の悪いものとなった場合、当社グループの

事業や成長見通し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4）大規模災害に関するリスク 
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ソニー損保は、天候の異変等により自動車保険において予測不能な損失を被る可能性があります。 

ソニー生命も、感染症等の疫病が発生した場合の保険金等の支払、保険料の計算基礎に影響を及ぼさない

範囲で、地震、津波その他地域的な災害が人口密集地域に発生した場合の保険金等の支払など、大規模災害

が発生するリスクに晒されています。 

当社グループでは、保険業法上の基準や業界の慣行、会計基準に則った危険準備金又は異常危険準備金を

積み立てておりますが、これらの準備金が実際の支払うべき保険金に十分であるという保証はありません。

さらに、物理的な損害等により当社グループの業務が停止する可能性もあります。 

  

3.持株会社としてのリスク 

当社は金融持株会社であり、収入の大部分は当社が直接保有している子会社からの配当となっております。一

定の状況下では、保険業法、銀行法及び会社法上の規制等により、子会社が当社に支払うことができる配当の金

額が制限される場合があります。また、子会社が十分な利益を計上することができず、当社に対して配当を支払

えない状況が生じた場合等には、当社は株主に対して配当を支払えなくなる可能性があります。 
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商号・商標使用許諾契約 

 当社及びグループ各社の商号に用いられる「ソニー」及び「Sony」を一部に使用した商標はソニー㈱に帰属してお

り、かかる商標等の使用に関し、当社及びグループ各社はソニー㈱との間で、下記のとおり使用許諾契約を締結して

います。なお、当社、ソニー生命及びソニー損保は平成18年８月31日付、ソニー銀行は平成18年３月31日付で、ソニ

ー㈱とそれぞれ下記契約の原契約を締結いたしましたが、その後これを変更し、現在では下記契約を締結しておりま

す。 

（注） ソニー生命及びソニー銀行の子会社・関連会社においても、ソニー㈱と上記と同趣旨の契約を締結しており

ます。ソニー生命及びソニー銀行の上記契約では、両社はそれぞれこうした子会社・関連会社に対して、そ

の契約に定められた義務を遵守せしめるものとする旨が定められております。 

該当事項はありません。 

５【経営上の重要な契約等】

締結年月日 契約の名称 契約当事者 契約の概要 

平成19年 

７月31日 

商号・商標 

使用許諾 

契約 

当社／ 

ソニー㈱ 

「ソニー」及び「Sony」を当社の遂行する事業の目的において商

号及び商標として使用することの許諾を受けること等を内容とす

る契約。原則として当社が存続する限り有効。但し、ソニー㈱の

当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった場合、又

はそのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契約解除権が生ず

る。 

平成19年 

７月31日 

商号・商標 

使用許諾 

契約 

ソニー生命／ 

ソニー㈱ 

「ソニー」及び「Sony」をソニー生命の遂行する事業の目的にお

いて商号及び商標として使用することの許諾を受け、各事業年度

の経常利益の一定割合を限度として、ソニー生命の対象売上高に

応じた金額を、対価として支払うこと等を内容とする契約。但

し、対価の支払は、繰越利益剰余金からその年度の対価を差し引

いた金額が正の値とならない場合には、発生しない。原則として

ソニー生命が存続する限り有効。但し、ソニー生命における当社

の保有議決権比率が契約締結時点に比して減少した場合、若しく

はソニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくな

った場合、又はそれらのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契

約解除権が生ずる。 

平成19年 

７月31日 

商号・商標 

使用許諾 

契約 

ソニー損保／ 

ソニー㈱ 

「ソニー」及び「Sony」をソニー損保の遂行する事業の目的にお

いて商号及び商標として使用することの許諾を受け、各事業年度

の経常利益の一定割合を限度として、ソニー損保の対象売上高に

応じた金額を、対価として支払うこと等を内容とする契約。但

し、対価の支払は、繰越利益剰余金からその年度の対価を差し引

いた金額が正の値とならない場合には、発生しない。原則として

ソニー損保が存続する限り有効。但し、ソニー損保における当社

の保有議決権比率が契約締結時点に比して減少した場合、若しく

はソニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくな

った場合、又はそれらのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契

約解除権が生ずる。 

平成19年 

７月31日 

商号・商標 

使用許諾 

契約 

ソニー銀行／ 

ソニー㈱ 

「ソニー」及び「Sony」をソニー銀行の遂行する事業の目的にお

いて商号及び商標として使用することの許諾を受け、各事業年度

の経常利益の一定割合を限度として、ソニー銀行の業務粗利益に

応じた金額を対価として支払うこと等を内容とする契約。但し、

対価の支払は、繰越利益剰余金からその年度の対価を差し引いた

金額が正の値とならない場合には、発生しない。原則としてソニ

ー銀行が存続する限り有効。但し、ソニー銀行における当社の保

有議決権比率が契約締結時点の持分を下回った場合、若しくはソ

ニー㈱の当社における保有議決権比率が過半数に満たなくなった

場合、又はそれらのおそれがある場合等には、ソニー㈱に契約解

除権が生ずる。 

６【研究開発活動】
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（1）重要な会計方針及び見積 

  

 当社グループの連結財務諸表はわが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成し

ています。その作成は経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影

響を与える見積及び予測を必要とします。経営者は、これらの見積について過去の実績等を勘案し合理的に判断

しておりますが、結果としてこのような見積と実績が異なる場合があります。 

 当社グループでは、特に以下の重要な会計方針の適用が、その作成において使用される見積及び予測により、

当社グループの連結財務諸表の作成に大きな影響を及ぼすと考えています。 

① 有価証券の減損処理 

売買目的有価証券以外の有価証券について、時価若しくは実質価額が取得原価に比べて著しく下落した場

合、回復する見込みがあると認められるものを除き、減損処理を行っております。主として、国内の生命保険

子会社において、その他有価証券のうち時価のある国内株式及び外国株式等については、当連結会計年度末の

時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合に原則として減損処理を行っております。株式市場の悪化な

ど、将来の金融市場の状況によっては、多額の有価証券評価損を計上する可能性があります。 

② 繰延税金資産の回収可能性の評価 

繰延税金資産の回収可能性の判断に際しては、将来の課税所得を合理的に見積もっています。繰延税金資産

の回収可能性は、将来の課税所得の見積に依存するため、将来において当社をとりまく環境に大きな変化があ

った場合など、その見積額が変動した場合は、繰延税金資産の回収可能性が変動する可能性があります。 

③ 貸倒引当金の計上基準 

当社グループは、債権の貸倒による損失に備えるため、資産の自己査定基準に基づき、「第５ 経理の状況

１ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとお

り、債権の回収不能時に発生する損失の見積額について貸倒引当金を計上しています。将来、債務者の財務状

況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。 

④ 責任準備金 

責任準備金は、保有する契約から将来発生が予測される債務に見合う額が引き当てられており、これらの債

務は将来の死亡率、罹患率、契約脱退率、及び資産運用利回り等の予測にもとづき平準純保険料式の評価方法

により算定されます。 

責任準備金の見積に使用されるこれら基礎率は、保険子会社の実績あるいは保険数理上の種々の統計表に拠

っています。経営者は保険数理計算に使用される基礎率が合理的であると考えていますが、実際の結果が著し

く異なる場合、あるいは基礎率を変更する必要がある場合には、責任準備金の金額に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

⑤ 支払備金 

保険契約に基づいて支払義務が発生した、あるいは発生したと認められる保険金等について、未払金を見積

り、支払備金として積み立てています。今後、物価の動向や裁判の判例、見積に影響する新たな事実の発生な

どによって、支払備金の計上額が当初の必要見積額から変動する可能性があります。 

⑥ 退職給付債務等 

退職給付債務及び退職給付費用については割引率や将来の退職率などの前提条件に基づいて算出していま

す。このため、実際の結果が前提条件と異なる場合や前提条件の変更が行われた場合には、将来の退職給付債

務及び費用が変動する可能性があります。 

⑦ 固定資産の減損処理 

固定資産については、資産グループの回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に、その差額を減損損失に計

上していますが、回収可能価額は、資産グループの時価から処分費用見込み額を控除した正味売却価額と割引

後将来キャッシュ・フローとして算定される使用価値のいずれか大きい方としていることから、今後固定資産

の使用方法を変更した場合又は不動産取引相場や賃料相場が変動した場合には、新たに減損損失が発生する可

能性があります。 

７【財政状態及び経営成績の分析】
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（2）当連結会計年度の経営成績及び財政状態の分析 

① 経常収益 

経常収益は、前年度比4.6％増の8,603億円となりました。生命保険事業からの収入が前年度比3.4％増の

7,662億円、損害保険事業からの収入が前年度比11.2％増の618億円、銀行事業からの収入が前年度比28.5％

増の333億円となっています。 

ａ．生命保険事業 

 生命保険事業からの収入は、保有契約高の堅調な推移により、保険料等収入が、前年度比2.1％増の

6,620億円となったこと、ならびに一般勘定の資産運用収益が、前年度比13.2％増の990億円となったこと

などから、前年度比3.4％増の7,662億円となりました。 

ｂ．損害保険事業 

損害保険事業からの収入は、主力の自動車保険の新規契約獲得が好調であったことから正味収入保険料

が増加し、前年度比11.2％増の618億円となりました。 

ｃ．銀行事業 

銀行事業からの収入は、業容の拡大にともなう運用資産残高の増加により、主に資金運用収益が増加し

たため、前年度比28.5％増の333億円となりました。 

② 経常利益 

経常利益は、前年度比23.0％減の342億円となりました。その主な内訳は、生命保険事業からの利益が前年

度比16.7％減の325億円、損害保険事業からの利益が前年度比22.7％減の21億円、銀行事業は５億円の経常損

失（前年度は24億円の経常利益）となっております。 

ａ．生命保険事業 

生命保険事業の経常利益は、保有契約高の増加にともない保険料等収入が堅調に推移する一方で、日本

の株式相場の大幅な下落にともなう資産運用費用の増加により、前年度比16.7％減の325億円となりまし

た。 

ｂ．損害保険事業 

損害保険事業の経常利益は、保険料収入は増加したものの、自然災害による支払保険金の増加等によ

り、前年度比22.7％減の21億円となりました。 

ｃ．銀行事業 

銀行事業の経常利益は、市場環境の悪化にともない有価証券の減損処理を行ったこと等から、５億円の

経常損失（前年度は24億円の経常利益）となりました。 

③ 当期純利益 

当期純利益は、上記に加え、特別損益において、特別利益204億円、特別損失39億円を計上したことなど

から、前年度比26.7％増の307億円となりました。 

特別利益は、主に、生命保険事業において価格変動準備金の一部を取り崩したことによるものです。特別

損失は、主に、損害保険事業において固定資産等処分損を計上したことによるものです。 

④ 総資産 

平成21年３月末時点の総資産は、前年度末比6.8％増の５兆3,136億円となりました。 

 主な勘定残高は、国債を中心とした有価証券が前年度末比26.4％増の３兆7,030億円、金銭の信託が32.0％

減の6,088億円、貸出金が31.1％増の5,975億円であります。 
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  ⑤ ソルベンシー・マージン比率 

 ソニー生命の当事業年度末のソルベンシー・マージン比率は、前年度末に比べ312.6ポイント増加して、

2,060.5％となりました。 

 ソニー損保の当事業年度末のソルベンシー・マージン比率は、前年度末に比べ80.9ポイント減少して、

993.0％となりました。 

  ⑥ 連結自己資本比率 

連結自己資本比率（国内基準）は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及び

その子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための

基準」（平成18年金融庁告示第20号）に基づき算出しております。自己資本額は、ソニー銀行の劣後債による

負債性資本の調達20億円、及び「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子

会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の

特例（平成20年金融庁告示第79号）」の適用による自己資本額の改善84億円がありましたが、主としてソニー

生命への増資100億円を実施したことによる控除項目の増加のため、前年度末比８億円減少して614億円となり

ました。リスク・アセット等は、業容の拡大による資産の増加などから、前年度末比356億円増加して4,613億

円となりました。この結果、連結自己資本比率（国内基準）は、前年度末比1.30ポイント減少して13.32％と

なりました。 

⑦ キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、対前年度比445億円減少し、916億円となりま

した。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、銀行事業において預金の純増による収入は前年度より減少し

たものの、コールローンの純減による収入増により、前年度比2,845億円の収入増となり、7,300億円の収入と

なりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、金銭の信託の純減による収入となった一方、有価証券の取得による

支出が売却・償還による収入を上回ったことにより、前年度比1,645億円の支出増となり、7,698億円の支出と

なりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行事業において財務基盤の健全性を確保するために劣後債による

借入れを行ったものの、前年度は新株式発行による288億円の資金調達による収入があったことから、前年度

比268億円の収入減となり、45億円の支出となりました。 

⑧ 修正ROE 

当社グループでは、会計上の経常収益、経常利益、当期純利益等の指標に加え、連結修正ROE、保険事業に

おける修正ROE、銀行事業におけるROEを経営指標として重視しています。 

  

連結修正ROEの算式は、以下のとおりです。 

（分子） 

ソニー生命 年間EV＊増加額＋配当額 

＋ソニー損保 当期純利益（損失）＋異常危険準備金繰入額（税後）＋価格変動準備金繰入額（税後） 

  ＋ソニー銀行 当期純利益（損失） 

（分母） 

ソニー生命 （前年度末EV＊－配当額＋当年度末EV＊）の平均値 

 ＋ソニー損保 （純資産の部＋異常危険準備金（税後）＋価格変動準備金（税後））の期中平均値 

 ＋ソニー銀行 純資産の部 

  

 前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

 当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

 連結 修正ROE  △ 5.7％ △ 61.4％ 

 ソニー生命 修正ROE  △ 6.9％ △ 67.5％ 

 ソニー損保 修正ROE    17.2％  △  1.6％ 

 ソニー銀行 ROE    12.4％  △  1.7％ 
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※ソニー生命の修正ROEの算式は、以下のとおりです。 

（分子） 

年間EV＊増加額＋配当額 

 （分母） 

（前年度末EV＊－配当額＋当年度末EV＊）の平均値 

  

 ※ソニー損保の修正ROEの算式は、以下のとおりです。 

（分子） 

当期純利益（損失）＋異常危険準備金繰入額（税後）＋価格変動準備金繰入額（税後） 

 （分母） 

（純資産の部＋異常危険準備金（税後）＋価格変動準備金（税後））の期中平均値 

  

 ※ソニー銀行のROEの算式は、以下のとおりです。 

（分子） 

当期純利益（損失） 

 （分母） 

純資産の部の期中平均値 

＊ソニー生命のエンベディッド・バリュー（EV）は、当事業年度に、伝統的なエンベディッド・バリュー

（Traditional Embedded Value：TEV）から、市場整合的エンベディッド・バリュー（Market Consistent 

Embedded Value：MCEV）へ変更しました。その際、平成20年３月末におけるEVについても、MCEV にて再

計算し、開示しました。（MCEV：ヨーロッパの主だった保険会社のCFO フォーラムにより公表されたMCEV 

ディスクロージャーの国際統一基準MCEV Principlesに準拠したEV）これにともない、上記の連結修正ROE

およびソニー生命の修正ROEも、当事業年度よりMCEVを用いて計算されております。 

  

 （3）資本の財源及び資金の流動性について 

当社グループでは、グループ各社の顧客の信頼を維持・獲得するために高い健全性を維持し、また業務の遂行

にともなう支払義務を履行するのに十分な流動性を確保することが重要だと認識しております。 

当連結会計年度においては、上場に伴う公募増資資金の一部を原資として、ソニー銀行の持続的な成長に備え

た財務基盤の強化を目的に、同社へ120億円の増資を行った他、ソニー生命の新規事業展開に必要な資本として、

同社へ100億円の増資を行いました。 

当社は、将来的な資金ニーズの発生に機動的に対応できる体制を構築することを目的とし、株式会社格付投資

情報センターより、発行体格付け「ＡＡ－（格付けの方向性：安定的）」を取得しております。なお、本有価証券

報告書の提出日時点における当社の子会社の取得格付けは、以下のとおりです。 

 ソニー生命保険株式会社： 

      スタンダード＆プアーズ（S&P） 保険財務力格付けA+ 

       ムーディーズ・インベスターズ・サービス 保険財務格付けAa3 

       （株）格付投資情報センター（R&I） 保険金支払能力格付けAA 

       （株）日本格付研究所（JCR） 保険金支払能力格付けAA 

 ソニー銀行株式会社： 

      スタンダード＆プアーズ（S&P） 長期格付けA-、短期格付けA-2 

       （株）日本格付研究所（JCR） 長期優先債務格付け AA- 

 また、支払能力の確保に関しては、規制当局の定める各種規制の遵守及びそれに準拠した社内規程を制定、運用

することによって、十分な現金及び現金同等物を準備しています。   
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当連結会計年度の設備投資等の金額については、以下のとおりです。主な内訳としては、ソフトウェアへの投資

が、ソニー生命で56億円、ソニー損保で20億円、ソニー銀行で14億円となっております。 

 また、ソニー損保において、平成18年度からシステムとオペレーションの効率化を目的に進めていた新システム開

発を中断し、開発方針を見直すこととしたことに伴い、無形固定資産（ソフトウェア仮勘定）として計上していたソ

フトウェア資産のうち今後使用が確実視されない3,756百万円を除却しております。 

事業の種類別セグメントの設備投資等については、以下のとおりです。 

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

事業の種類別セグメント 
設備投資等の金額

（百万円） 

生命保険事業  7,612

損害保険事業  2,176

銀行事業  2,084

その他  12

合計  11,885
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 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。 

(1）提出会社 

   当社は、純粋持株会社のため、重要な設備はありません。 

(2）国内子会社 

（注）上記の不動産にかかる年間賃借料は、ソニー生命保険株式会社（本社）661百万円、（ソニーシティ）1,623百万

円、ソニー損害保険株式会社636百万円、ソニー銀行株式会社354百万円であります。 

   なお、ソニー生命保険株式会社については、上記のほかに、東京都中野区の本社にかかる賃借料433百万円があり

ます。 

 (3）在外子会社 

２【主要な設備の状況】

  平成21年３月31日現在 

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額

従業
員数 
(人) 

有形固定資産 無形固定資産 

合計
(百万円)

建物及び
構造物 
(百万円) 

土地
（百万円）
(面積㎡) 

その他
(百万円)

ソフト 
ウェア 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

ソニー生命保険 

株式会社 

本社 

(東京都港区) 
生命保険事業 営業用 - - -  12,136  50 12,187 535

ソニー生命保険 

株式会社 

研修センター 

(東京都世田谷区) 
生命保険事業 営業用 -

1,404

(3,684)
- - - 1,404 -

ソニー生命保険 

株式会社 

一ツ橋SIビル 

(東京都千代田区) 
生命保険事業 投資用 3,104

7,951

(3,121)
76 - - 11,131 -

ソニー生命保険 

株式会社 

青山オーバルビル 

(東京都渋谷区) 
生命保険事業 投資用 4,119

20,692

(4,577)
- - - 24,811 -

ソニー生命保険 

株式会社 

ソニーシティ 

(東京都港区) 
生命保険事業 投資用 36,639 - 272 - - 36,912 -

ソニー生命保険 

株式会社 

本町プラザビル 

(仙台市青葉区) 
生命保険事業 投資用 1,610

1,421

(1,754)
- - - 3,031 -

ソニー生命保険 

株式会社 

四ツ橋SIビル 

(大阪市西区) 
生命保険事業 投資用 1,201

1,607

(975)
- - - 2,808 -

ソニー損害保険 

株式会社 

 本社 

(東京都大田区) 
損害保険事業 営業用 220 - 50 1,878 20 2,168 752

ソニー銀行 
株式会社 

本社、本店 
(東京都港区) 

銀行事業 営業用 53 - 451  2,321  3 2,829 203

  平成21年３月31日現在

会社名 事業所名
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人) 建物及び

構造物 
（百万円） 

その他
(百万円）  

合計 
（百万円） 

Sony Life Insurance  

(Philippines)  

Corporation 

Makati City,  

Philippines 
生命保険事業 

オフィス 

(賃借) 
1 -  1 61
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(1)重要な設備の新設等 

 当連結会計年度末現在における当連結会計年度後１年間の重要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)重要な設備の売却・除却等 

 当連結会計年度末現在において、重要な設備の売却・除却等の計画はありません。 

３【設備の新設、除却等の計画】

事業の種類別セグメント 投資予定金額（百万円） 設備の内容 資金調達方法

 生命保険事業  7,100
システム関連・研修センター

建替等 
自己資金 

 損害保険事業  1,300 システム関連等 自己資金 

 銀行事業  1,500 システム関連等 自己資金 

合計  9,900     
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注） 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式です。 

  

  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 （注１）  会社設立 

 （注２）  株主割当              100,000株 (１株につき0.05株） 

発行価格         １株当たり100,000円 

資本組入額        １株当たり 50,000円 

 （注３） 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格              400,000円 

引受価額              384,000円 

資本組入額             192,000円 

払込金総額           28,800,000千円 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 8,000,000 

計 8,000,000 

種類 

事業年度末現在発行数

（株） 

（平成21年３月31日） 

提出日現在発行数 

（株） 

（平成21年６月24日） 

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名 

内容 

普通株式 2,175,000 2,175,000 
東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株制度を

採用しており

ません。 

計 2,175,000 2,175,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総

数増減数（株) 

発行済株式総

数残高（株） 

資本金増減額

（百万円） 

資本金残高

（百万円） 

資本準備金 

増減額 

（百万円） 

資本準備金 

残高 

（百万円） 

平成16年４月１日 

（注１） 
2,000,000 2,000,000 500 500 175,877 175,877

平成16年６月25日 

（注２） 
100,000 2,100,000 5,000 5,500 5,000 180,877

平成19年10月10日 

（注３） 
75,000 2,175,000 14,400 19,900 14,400 195,277
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（５）【所有者別状況】

                平成21年３月31日現在

区分 

株式の状況 単元未満

株式の 

状況 

（株） 

政府及び

地方公共

団体 

金融機関 
金融商品

取引業者 

その他の

法人 

外国法人等 
個人  

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数

（人） 
- 59 20 225 397 3 25,695 26,399 - 

所有株式数

（株） 
- 203,122 6,202 1,309,754 574,106 13 81,803 2,175,000 - 

所有株式数

の割合

（％） 

- 9.34 0.29 60.22 26.40 0.00 3.76 100.00 - 
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 （注）フィデリティ投信株式会社およびエフエムアールエルエルシー（FMR LLC）から平成20年７月７日付の大量保有報告書の写しの送付があ
り、平成20年６月30日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点におけ

る実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。  

  
 なお、フィデリティ投信株式会社およびエフエムアールエルエルシー（FMR LLC）から平成21年６月22日付の大量保有報告書（変更報告

書）の提出があり、平成21年６月15日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨の報告を受けております。  

（６）【大株主の状況】

    平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の 
割合（％） 

ソニー株式会社 東京都港区港南１－７－１ 1,305,000 60.00 

ゴールドマン・サックス・アンド・カン
パニーレギュラーアカウント 
（常任代理人 ゴールドマン・サックス
証券株式会社） 

85 BROAD STREET NEW YORK,NY,U.S.A. 
（東京都港区六本木６－１０－１） 64,587 2.96 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－１１ 54,623 2.51 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口４Ｇ） 

東京都中央区晴海１－８－１１ 48,573 2.23 

ザ チェース マンハッタン バンク 
385036 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室） 

360 N.CRESCENT DRIVE BEVERLY 
HILLS,CA 90210 U.S.A. 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

46,463 2.13 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 

東京都港区浜松町２－１１－３ 44,357 2.03 

ステート ストリート バンク アンド 
トラスト カンパニー 505103 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

31,013 1.42 

ステート ストリート バンク アンド 
トラスト カンパニー 505223 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

26,020 1.19 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ
エイ ロンドン エス エル オムニバス 
アカウント 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN 
STREETLONDON EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

24,498 1.12 

メロン バンク エヌエー トリーテイ
ー クライント オムニバス 
（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行） 

ONE MELLON BANK CENTER,PITTSBURGH, 
PENNSYLVANIA 
（東京都千代田区丸の内２－７－１） 

15,210 0.69 

計 － 1,660,344 76.34 

 氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）  
株券等保有割合 

（％）  

 フィデリティ 
  投信株式会社  

  東京都港区虎ノ門４－３－１      23,979  1.10 

  エフエムアール  
  エルエルシー 
（FMR LLC） 

  米国02109マサチューセッツ州

 ボストン,デヴォンシャー・スト 
 リート82   

   89,973   4.14 

 氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）  
株券等保有割合 

（％）  

 フィデリティ 
  投信株式会社  

  東京都港区虎ノ門４－３－１      5,420 0.25

  エフエムアール  
  エルエルシー 
（FMR LLC） 

  米国02109マサチューセッツ州

 ボストン,デヴォンシャー・スト 
 リート82   

   78,367  3.60
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①【発行済株式】 

  

  

②【自己株式等】 

  

  

 該当事項はありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） －   － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,175,000 2,175,000 

権利内容に何らの

限定のない当社に

おける標準となる

株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 2,175,000 － － 

総株主の議決権 － 2,175,000 － 

      平成21年３月31日現在

所有者の氏名

又は名称 
所有者の住所 

自己名義所有 

株式数（株） 

他人名義所有 

株式数（株） 

所有株式数の 

合計（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

（８）【ストックオプション制度の内容】
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【株式の種類等】 該当事項はありません。 

  

  

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

  

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 該当事項はありません。 

  

 当社は、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を経営の最重要課題のひとつであると認識しています。

 利益配分については、グループ各社の顧客の信頼を維持・獲得するために必要な高い健全性を維持すると共に、

今後の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、株主への安定的な配当を実施することを基本方針としておりま

す。 

 当社は、年１回、期末配当として剰余金の配当を行っております。 

 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。 

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、平成21年６月23日開催の株主総会の決議により、１株当た

り3,000円、総額65億25百万円の配当を実施いたします。 

 内部留保につきましては、個人年金保険会社の設立を初めとした新規事業開拓、業容拡大に伴うシステム投資等

に有効活用し、事業の拡大と利益の向上を目指し、株主への利益還元を図っていく所存であります。 

 なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

２【自己株式の取得等の状況】

３【配当政策】
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（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

なお、平成19年10月11日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

４【株価の推移】

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円）  －  －  －  451,000  487,000

最低（円）  －  －  －  375,000  205,200

月別 平成20年10月  11月 12月 平成21年１月 ２月  ３月

最高（円）  426,000  334,000  344,000  349,000  316,000  304,000

最低（円）  205,200  205,900  255,000  262,200  245,300  215,500
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（株） 

代表取締役 社長 德中 暉久 昭和20年８月９日生

昭和44年４月 ソニー㈱ 入社 

平成11年４月 同社 執行役員専務 

平成11年６月 同社 専務取締役 

平成11年７月 ソニー生命保険㈱ 取締役 

平成12年４月 ソニー㈱ 代表取締役副社長兼CFO 

平成12年６月 同社 代表取締役 執行役員副社長兼CFO 

平成15年６月 同社 取締役 代表執行役副社長兼グル

ープCSO 

平成16年４月 当社 取締役 

平成16年６月 当社 代表取締役社長 (現在) 

平成16年12月 ㈱ソニーファイナンスインターナショ

ナル 取締役(非常勤) 

平成17年６月 ソニー損害保険㈱ 取締役 (非常勤) 

平成18年６月 ソニー銀行㈱ 取締役 (非常勤) 

平成21年６月 ソニー損害保険㈱ 取締役 (非常勤) 

(現在)  

１ 

(注１) 
49株

代表取締役 副社長 藤方 弘道 昭和20年１月28日生

昭和43年４月 ソニー㈱ 入社 

昭和54年８月 ソニー・プルデンシャル生命保険㈱

（現ソニー生命保険㈱） 入社 

昭和62年７月 同社 取締役 

平成元年７月 ソニー・プルコ生命保険㈱（現ソニー

生命保険㈱）常務取締役 

平成４年７月 ソニー生命保険㈱ 専務取締役 

平成９年７月 同社 取締役執行役員専務 

平成11年７月 同社 常勤監査役 

平成12年４月 ソニー損害保険㈱ 常勤監査役 

平成15年11月 ソニー㈱ 金融事業企画室統括部長兼ソ

ニー生命保険㈱ 監査役 (非常勤) 

平成16年３月 ソニー生命保険㈱ 取締役 (非常勤)

（現在） 

平成16年４月 当社 代表取締役副社長（現在） 

平成17年６月 ソニー損害保険㈱ 取締役 (非常勤) 

（現在） 

平成21年６月 ソニー銀行㈱ 取締役(非常勤) （現

在） 

１ 

(注１) 
31株

代表取締役 副社長 井原 勝美 昭和25年９月24日生

昭和56年５月 ソニー㈱ 入社 

平成９年６月 同社 執行役員常務 

平成12年６月 同社 上席常務 

平成13年10月 同社 グループ役員 

Sony Ericsson Mobile Communications 

AB プレジデント  

平成16年６月 ソニー㈱ 執行役 副社長兼グループ

CSO&CFO 

平成17年６月 同社 取締役 代表執行役 副社長 

平成17年６月 当社 取締役 （非常勤） 

平成21年４月 ソニー㈱ 業務執行役員 副社長 

平成21年６月 当社 代表取締役副社長 (現在) 

平成21年６月 ソニー銀行㈱ 取締役（非常勤）（現

在) 

 平成21年６月 ソニー損害保険㈱ 取締役（非常勤）

（現在） 

１ 

(注１) 
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（株） 

取締役   於久田 太郎 昭和20年５月23日生

昭和43年４月 ソニー㈱ 入社 

昭和54年８月 ソニー・プルデンシャル生命保険㈱

（現ソニー生命保険㈱） 入社 

昭和62年７月 同社 取締役 

平成元年７月 同社 常務取締役 

平成４年７月 同社 専務取締役 

平成10年９月 Sony Life Insurance (Philippines)  

Corporation 会長兼社長 

平成12年４月 ソニー㈱ 理事、金融・保険事業企画部

統括部長兼ソニー生命保険㈱ 取締役

（非常勤） 

平成13年７月 ソニー生命保険㈱ 取締役 執行役員専

務 

平成15年７月 同社 取締役 執行役員副社長 

平成18年６月 同社 代表取締役社長(現在) 

  当社 取締役（非常勤）（現在） 

１ 

(注１) 
68株

取締役   山本 真一 昭和23年１月１日生

昭和47年８月 ソニー企業㈱ 入社 

平成２年４月 同社 経営戦略グループ保険企画室長 

平成２年８月 同社 物流本部物流企画室長 

平成８年４月 同社 ロジスティクスセンター長 

平成10年９月 ソニーインシュアランスプランニング

㈱（現ソニー損害保険㈱） 代表取締役

社長（現在） 

平成16年４月 当社 取締役(非常勤) (現在) 

１ 

(注１) 
15株

取締役   石井 茂 昭和29年７月31日生

昭和53年４月 山一證券㈱ 入社 

昭和53年５月 ㈱山一証券経済研究所 証券調査部 

平成５年２月 山一證券㈱ 企画室 

平成８年６月 同社 企画室部長 

平成10年６月 ソニー㈱ 入社 

平成13年４月 ソニー銀行㈱ 代表取締役社長 

平成16年４月 当社 取締役(非常勤) (現在) 

平成20年５月 ソニー銀行㈱ 代表取締役社長兼CEO 

(現在) 

１ 

(注１) 
５株

取締役   大根田 伸行 昭和20年５月６日生

昭和44年４月 ソニー㈱ 入社 

平成12年５月 同社 グループ役員 

平成14年６月 同社 執行役員常務 

平成15年６月 同社 業務執行役員常務 

平成16年６月 同社 執行役常務 

平成17年６月 同社 執行役 EVP兼CFO 

平成17年９月 当社 取締役（非常勤）（現在） 

平成21年４月 ソニー㈱ 代表執行役 EVP CFO 

平成21年６月 同社 取締役 代表執行役副社長 CFO

（現在） 

１ 

(注１) 
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（株） 

取締役   池田 靖 昭和21年４月18日生

昭和47年４月 弁護士登録、三宅・今井法律事務所 入

所 

昭和52年４月 三宅・今井・池田法律事務所 パートナ

ー（現在） 

昭和59年５月 株式会社大沢商会管財人代理 

平成９年３月 株式会社京樽管財人 

平成13年６月 ㈱角川書店 （現 ㈱角川グループホー

ルディングス）監査役（現在） 

平成19年６月 当社 取締役（非常勤）（現在）  

平成19年６月 日本金属工業㈱ 取締役（非常勤）（現

在）  

１ 

(注１)

(注４) 

―

取締役   安田 隆二 昭和21年４月28日生

昭和54年１月 McKinsey & Company 入社 

昭和61年６月 McKinsey & Company パートナー 

平成３年６月 McKinsey & Company ディレクター 

平成８年６月 A.T.Kearney, Inc. マネージングディ

レクター・アジア総代表 

平成15年６月 ㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締

役会長 

平成15年６月 ㈱大和証券グループ 本社取締役（現

在） 

平成16年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教

授（現在） 

平成17年６月 富士火災海上保険㈱ 取締役（現在） 

平成19年４月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取

締役（現在） 

平成19年６月 ソニー㈱ 取締役（現在） 

平成20年６月 当社 取締役（非常勤）（現在） 

１ 

(注１) 
―

71



 （注１）平成21年６月23日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。 

（注２）平成19年６月29日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。 

（注３）平成20年６月26日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。 

（注４）取締役池田靖は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。 

（注５）監査役佐野宏、長坂武見及び上田ひろしは、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（株） 

監査役   佐野 宏 昭和21年12月６日生

昭和44年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）本店

営業部入行 

平成６年２月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行） 

法務部長 

平成13年４月 さくら債権回収サービス㈱専務取締役 

平成13年５月 ＳＭＢＣビジネス債権回収㈱専務取締

役 

平成16年４月 当社 常勤監査役（現在） 

平成16年７月 ソニー生命保険㈱ 監査役（非常勤）

（現在） 

平成17年６月 ソニー損害保険㈱ 監査役（非常勤）

（現在） 

４ 

(注２)

(注５) 

―

監査役   長坂 武見 昭和31年１月24日生

昭和53年10月 武蔵監査法人（現新日本有限責任監査

法人）入所 

昭和56年８月 ソニー㈱入社 

平成16年４月 当社 監査役（非常勤）（現在） 

平成16年６月 ソニー㈱ 経理部統括部長 

平成19年４月 同社 経理部門長 

平成19年７月 同社 VP 経理部門長（現在） 

４ 

(注２)

(注５) 

―

監査役   上田 ひろし 昭和25年７月27日生

昭和49年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀

行）入行 

平成14年６月 ソニー銀行㈱ 常勤監査役（現在） 

平成16年４月 当社 監査役（非常勤）（現在） 

４ 

(注２)

(注５) 

―

監査役   佐藤 聡 昭和31年12月17日生

昭和54年４月 西武オールステート生命保険㈱  

（現AIGエジソン生命保険㈱）入社 

昭和56年１月 ソニー・プルデンシャル生命保険㈱ 

（現ソニー生命保険㈱） 入社 

平成10年６月 ソニー生命保険㈱ 契約サービス部統

括部長 

平成18年４月 当社 監査部長 

平成19年６月 ソニー生命保険㈱ 常勤監査役（現在） 

平成19年６月 当社 監査役（非常勤）（現在） 

４ 

(注２) 
―

監査役   矢島 孝俊 昭和25年9月14日生 

昭和49年４月 東京海上火災保険㈱（現 東京海上日

動火災保険㈱）入社 

平成11年７月 ソニー損害保険㈱ 検査部長 

平成15年７月 同社 ビジネス支援部長 

平成17年10月 同社 監査部長 

平成20年６月 同社 常勤監査役（現在） 

平成20年６月 当社 監査役（非常勤）（現在） 

平成20年６月 ソニー生命保険㈱ 監査役（非常勤）

（現在） 

４ 

（注３） 
10株

計 178株
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当社グループでは、「ビジョン」と「経営理念」を経営戦略の策定や経営の意思決定のよりどころとなる諸活動の

基本方針と位置づけています。そして、ビジョンに掲げられた「お客さまから最も信頼される金融サービスグループ

になる」という目標の実現に向け、傘下のグループ会社の沿革、規模、業態などの差異を踏まえた上で、法令などの

許す範囲内においてグループ会社各社の持つ事業特性・情報などを有効活用し、グループ一体の経営を行うことを目

指しています。その前提として、何より業務の健全性及び適正性を確保することが最重要課題であると認識してお

り、グループ全体のコンプライアンスとリスク管理を重視した経営組織態勢を構築しています。 

  

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

当社の取締役会は、取締役９名（うち子会社の取締役を兼任する者が６名（代表取締役を兼任する者は３名）、ソ

ニー㈱の代表執行役を兼務する者が１名、ソニー㈱の社外取締役を兼務する者が１名、社外取締役が１名）から構成

され、グループの信頼の維持・向上を重視して、業務執行の重要な意思決定を決議するとともに、業務の執行を監督

しております。 

また、当社取締役の報酬及びグループ会社の代表取締役の報酬に対する透明性・客観性を確保する観点から、報酬

等諮問委員会を設け、報酬についての方針、報酬体系及び当社役員と各社代表取締役の個別報酬案を決定しておりま

す。 

なお、当社の定款において取締役は12名以内とすることが定められています。 

  

当社の監査役会は、社外監査役３名を含む監査役５名で構成されております。 

監査役会は、監査役会規則に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議、決議をしています。 

各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席

や、業務及び財産の状況を調査し、また、会計監査人及び内部監査部門等から報告を受ける等緊密な連携を保ち、取

締役の業務執行を監督しております。 

また、原則３ヶ月に１回、グループ常勤監査役連絡会を開催し、グループ内での情報連絡を行っております。 

  

当社は、内部監査部門として監査部（平成21年６月１日現在１名）を設置しております。監査部は、代表取締役社

長直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立かつ客観的な立場から、ガバナンスプロセス、コンプラ

イアンス、リスク管理態勢など、内部管理態勢の適切性及び有効性の検証を行い、当社及びグループ各社の健全かつ

適切な業務運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めています。また、ソニー生命、ソニー損保、ソニ

ー銀行各社においても、それぞれ内部監査部門を擁し、業態、規模、保有リスクなどに対応した独自の内部監査を実

施しており、平成21年６月１日現在の各社の内部監査部門人員数はそれぞれ、23名、５名、２名となっています。 

当社監査部は、当社業務の内部監査を実施するとともに、グループ各社の監査計画、監査結果報告及びフォローア

ップ報告の徴求などのモニタリングを通じてグループ各社の内部監査態勢の状況を常時把握し、定期的に当社代表取

締役社長及び当社取締役会に報告を行っています。また、必要と認められる場合には、法令等に抵触しない範囲で子

会社に対する直接監査を実施します。監査部は、監査役、会計監査人とも、それぞれ独立した監査を実施しながらも

相互連携を図っております。その他、内部監査にかかるグループ横断の組織として「ＳＦＨグループ内部監査部門

会」を設置し、グループ内の内部監査状況に係る情報交換、当社からグループ各社内部監査部門への指示を行う場と

して活用しています。 

  

内部統制については、平成18年５月の会社法の施行に伴い、「内部統制システムの構築の基本方針」を制定し、取

締役会において決定された重要事項に関する業務執行が適切に行われることを担保するため、経営機構、行動規範、

職務分掌等（取締役会規則、経営会議規則、決裁規則、行動規範、コンプライアンスマニュアル、社内通報規則）の

社内規程を定めております。 

  

  

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
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[当社グループの内部統制の模式図] 

 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであり

ます。 

所属する監査法人名   あらた監査法人 

公認会計士の氏名等   大塚 啓一  丸山 琢永 

会計監査業務に係る補助者の構成   公認会計士３名 その他５名 
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②リスク管理態勢の整備の状況 

当社は、金融持株会社として、グループ会社の経営資源を集結することで当社グループ全体のリスク管理態勢をよ

り強化し、統合的なリスク管理を行っております。 

当社では、取締役会が「リスク管理基本規則」を制定し、当社役員・従業員及びグループ会社に周知徹底を図り、

グループ会社の規模、特性及び業務内容に応じて異なるリスクの所在及び種類を把握し、各種リスクを適切に管理す

る態勢を整備しています。当社のリスク管理統括部署である総合管理部では、各グループ会社のリスク管理部門など

と連携して、モニタリング、リスク管理会議の開催などを通じ、グループのリスク管理状況を把握するとともに、取

締役会、経営会議へ定期的に報告を行っております。 

  

[リスク管理体制図] 

 

③役員報酬等の内容 

平成21年３月期の当社の役員報酬等の内容は以下のとおりであります。 

 社内取締役に対する報酬等    144百万円（うち、報酬以外の金額 23百万円） 

 社外取締役に対する報酬等     6百万円 

 社内監査役に対する報酬等    - 百万円 

 社外監査役に対する報酬等    21百万円（うち、報酬以外の金額  1百万円） 

（注）取締役のうち３名は、ソニー生命、ソニー損保及びソニー銀行の代表取締役社長を兼務しています。 

これらの取締役が子会社から受けている役員報酬等は、合計130百万円です。 

監査役のうち３名は、ソニー生命、ソニー損保及びソニー銀行の常勤監査役を兼任しています。 

これらの監査役が子会社から受けている役員報酬等は、合計62百万円です。 

④当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 当社の社外取締役・社外監査役は、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、また、社外取締役個人・

社外監査役個人と当社の間には、特に利害関係はありません。 

⑤取締役及び監査役の責任免除 

 当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役（取締役であった者及び監

査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨

を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待

される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。 

  

⑥責任限定契約の内容の概要 
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 当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低

責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂

行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。 

  

⑦中間配当 

 当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者

に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主

の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 

  

⑧株主総会の決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 

 また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。これらは、定足数を緩和することにより、株主総会の

円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

 また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。   
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①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

②【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項以外の

業務である財務報告に係る内部統制の構築に関する指導・助言業務についての対価であります。 

④【監査報酬の決定方針】 

該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。 

（２）【監査報酬の内容等】

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に 

基づく報酬 

（百万円）  

非監査業務に 

基づく報酬 

（百万円）  

監査証明業務に 

基づく報酬 

（百万円）  

非監査業務に 

基づく報酬 

（百万円）  

提出会社  －  －  40  7

連結子会社  －  － 277 2 

計  －  － 317 9 
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１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び

費用の分類は、「保険業法施行規則」（平成８年大蔵省令第５号）及び「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令

第10号）に準拠しております。 

なお、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則、保険

業法施行規則及び銀行法施行規則に基づき、当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）

は、改正後の連結財務諸表規則、保険業法施行規則及び銀行法施行規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当

事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３

月31日まで）及び当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年

度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）及び当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日ま

で）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。 

第５【経理の状況】
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１【連結財務諸表等】 
（１）【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金及び預貯金 60,058 42,794

コールローン及び買入手形 424,868 95,709

買入金銭債権 － 16,163

金銭の信託 895,672 608,846

有価証券 ※1, ※8  2,930,441 ※1, ※8  3,703,062

貸出金 ※2, ※3, ※9  455,763 ※2, ※3, ※9  597,542

有形固定資産 ※4, ※7  84,451 ※4  83,619

土地  ※7  33,076

建物  47,790

リース資産  340

建設仮勘定  1,179

その他の有形固定資産  1,232

無形固定資産 16,412 18,788

ソフトウエア  16,710

のれん  2,004

リース資産  0

その他の無形固定資産  72

代理店貸 － 1

再保険貸 256 144

外国為替 1,683 6,355

その他資産 101,229 91,424

繰延税金資産 6,937 49,889

貸倒引当金 △327 △665

資産の部合計 4,977,450 5,313,677

負債の部   

保険契約準備金 3,454,167 3,680,731

支払備金 31,653 34,843

責任準備金 3,418,006 3,643,348

契約者配当準備金 ※6  4,506 ※6  2,539

代理店借 1,308 1,216

再保険借 926 1,042

預金 1,143,476 1,325,320

コールマネー及び売渡手形 ※8  10,000 ※8  10,000

借用金 － ※10  2,000

外国為替 0 8

その他負債 62,530 68,086

賞与引当金 2,240 2,251

退職給付引当金 11,920 13,435

役員退職慰労引当金 252 310
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

特別法上の準備金 24,136 3,667

価格変動準備金 24,136 3,666

金融商品取引責任準備金 0 1

繰延税金負債 4,156 0

再評価に係る繰延税金負債 ※7  706 ※7  706

負債の部合計 4,715,822 5,108,779

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,900 19,900

資本剰余金 195,277 195,277

利益剰余金 △26,417 △2,251

株主資本合計 188,759 212,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74,902 △4,853

繰延ヘッジ損益 △1,345 △1,449

土地再評価差額金 ※7  △1,475 ※7  △1,475

為替換算調整勘定 786 △248

評価・換算差額等合計 72,868 △8,028

純資産の部合計 261,627 204,897

負債及び純資産の部合計 4,977,450 5,313,677
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②【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

経常収益 822,153 860,323

生命保険事業 740,596 765,145

保険料等収入 648,178 661,676

保険料 646,748 660,308

再保険収入 1,430 1,368

資産運用収益 87,542 99,064

利息及び配当金等収入 48,227 56,056

金銭の信託運用益 14,776 －

売買目的有価証券運用益 324 1,084

有価証券売却益 24,068 32,145

有価証券償還益 145 807

金融派生商品収益 － 8,937

その他運用収益 0 33

その他経常収益 4,875 4,404

損害保険事業 55,625 61,872

保険引受収益 55,036 61,137

正味収入保険料 55,001 61,106

積立保険料等運用益 35 31

資産運用収益 572 718

利息及び配当金収入 583 685

有価証券売却益 24 61

有価証券償還益 － 3

積立保険料等運用益振替 △35 △31

その他経常収益 16 16

銀行事業 25,931 33,306

資金運用収益 17,162 22,046

貸出金利息 7,045 9,293

有価証券利息配当金 7,320 10,452

コールローン利息及び買入手形利息 2,647 2,021

預け金利息 17 10

金利スワップ受入利息 26 10

その他の受入利息 104 258

役務取引等収益 1,753 2,106

その他業務収益 7,001 9,035

外国為替売買益  7,938

その他の業務収益  1,096

その他経常収益 15 118
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

経常費用 777,653 826,070

生命保険事業 702,056 733,544

保険金等支払金 241,114 274,793

保険金 60,056 62,102

年金 6,350 7,111

給付金 28,457 32,898

解約返戻金 141,845 168,137

その他返戻金 2,054 2,172

再保険料 2,350 2,371

責任準備金等繰入額 286,271 219,075

支払備金繰入額 － 1,708

責任準備金繰入額 286,257 217,327

契約者配当金積立利息繰入額 13 39

資産運用費用 69,903 133,545

支払利息 15 42

金銭の信託運用損 － 856

有価証券売却損 1,563 16,157

有価証券評価損 6,697 31,899

有価証券償還損 21 262

金融派生商品費用 4,858 －

為替差損 7 2,382

貸倒引当金繰入額 10 134

賃貸用不動産等減価償却費 3,149 2,932

その他運用費用 5,263 6,664

特別勘定資産運用損 48,315 72,212

事業費 94,189 93,883

その他経常費用 10,578 12,246

損害保険事業 52,420 59,257

保険引受費用 38,634 43,829

正味支払保険金 26,225 29,952

損害調査費 3,204 3,632

諸手数料及び集金費 586 681

支払備金繰入額 2,010 1,482

責任準備金繰入額 6,607 8,079

その他保険引受費用 － 0

資産運用費用 5 177

有価証券売却損 3 143

有価証券評価損 － 29

有価証券償還損 2 4

営業費及び一般管理費 13,763 15,242
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

その他経常費用 16 7

銀行事業 23,175 33,268

資金調達費用 12,045 15,394

預金利息 11,379 14,501

コールマネー利息及び売渡手形利息 133 58

借用金利息 － 38

金利スワップ支払利息 532 796

その他の支払利息 0 0

役務取引等費用 1,049 1,225

その他業務費用 1,524 5,107

営業経費 8,411 11,264

その他経常費用 144 275

経常利益 44,500 34,253

特別利益 2 20,471

固定資産等処分益 0 1

特別法上の準備金戻入額 － 20,470

価格変動準備金戻入額 － 20,470

その他特別利益 1 －

特別損失 3,820 3,917

固定資産等処分損 63 ※1  3,879

減損損失 125 20

特別法上の準備金繰入額 3,228 －

価格変動準備金繰入額 3,228 －

その他特別損失 402 16

契約者配当準備金繰入額又は契約者配当準備金戻入
額（△）

3,159 △429

税金等調整前当期純利益 37,522 51,238

法人税及び住民税等 6,690 14,915

法人税等調整額 6,078 5,600

法人税等合計  20,516

少数株主利益 497 －

当期純利益 24,255 30,722

83



③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,500 19,900

当期変動額   

新株の発行 14,400 －

当期変動額合計 14,400 －

当期末残高 19,900 19,900

資本剰余金   

前期末残高 180,877 195,277

当期変動額   

新株の発行 14,400 －

当期変動額合計 14,400 －

当期末残高 195,277 195,277

利益剰余金   

前期末残高 △44,173 △26,417

当期変動額   

剰余金の配当 △6,500 △6,525

当期純利益 24,255 30,722

持分法の適用範囲の変動 － △31

当期変動額合計 17,755 24,166

当期末残高 △26,417 △2,251

株主資本合計   

前期末残高 142,203 188,759

当期変動額   

新株の発行 28,800 －

剰余金の配当 △6,500 △6,525

当期純利益 24,255 30,722

持分法の適用範囲の変動 － △31

当期変動額合計 46,555 24,166

当期末残高 188,759 212,925
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 125,043 74,902

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,140 △79,756

当期変動額合計 △50,140 △79,756

当期末残高 74,902 △4,853

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △408 △1,345

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △937 △104

当期変動額合計 △937 △104

当期末残高 △1,345 △1,449

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,475 △1,475

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,475 △1,475

為替換算調整勘定   

前期末残高 390 786

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 396 △1,035

当期変動額合計 396 △1,035

当期末残高 786 △248

評価・換算差額等合計   

前期末残高 123,549 72,868

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,681 △80,896

当期変動額合計 △50,681 △80,896

当期末残高 72,868 △8,028

少数株主持分   

前期末残高 4,425 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,425 －

当期変動額合計 △4,425 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 270,179 261,627

当期変動額   

新株の発行 28,800 －

剰余金の配当 △6,500 △6,525

当期純利益 24,255 30,722

持分法の適用範囲の変動 － △31

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,106 △80,896

当期変動額合計 △8,551 △56,730

当期末残高 261,627 204,897
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 37,522 51,238

賃貸用不動産等減価償却費 3,149 2,932

減価償却費 2,363 3,243

減損損失 125 20

のれん償却額 － 501

支払備金の増減額（△は減少） 1,733 3,190

責任準備金の増減額（△は減少） 292,865 225,407

契約者配当準備金積立利息繰入額 13 39

契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） 3,159 △429

貸倒引当金の増減額（△は減少） 101 338

退職給付引当金の増減額（△は減少） △118 1,936

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 57

価格変動準備金の増減額（△は減少） 3,228 △20,470

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － 0

利息及び配当金等収入 △65,973 △78,789

有価証券関係損益（△は益） 31,615 87,400

支払利息 12,061 15,437

為替差損益（△は益） 8,902 8,416

有形固定資産関係損益（△は益） 54 68

持分法による投資損益（△は益） － 173

貸出金の純増（△）減 △62,352 △130,007

預金の純増減（△） 390,559 182,175

コールローン等の純増（△）減 △249,509 302,659

外国為替（資産）の純増（△）減 2,472 △4,671

外国為替（負債）の純増減（△） 0 8

その他 △575 22,823

小計 411,410 673,703

利息及び配当金等の受取額 64,653 81,813

利息の支払額 △9,947 △14,567

契約者配当金の支払額 △1,264 △1,577

法人税等の支払額 △19,398 △9,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 445,452 730,038
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

金銭の信託の増加による支出 △177,263 △34,758

金銭の信託の減少による収入 － 316,794

有価証券の取得による支出 △1,544,414 △2,288,460

有価証券の売却・償還による収入 1,152,322 1,285,092

貸付けによる支出 △44,140 △47,351

貸付金の回収による収入 32,673 13,683

その他 △6,364 △2,655

資産運用活動計 △587,187 △757,656

営業活動及び資産運用活動計 △141,735 △27,618

有形固定資産の取得による支出 △4,981 △2,413

有形固定資産の売却による収入 0 1

無形固定資産の取得による支出 △6,361 △9,745

子会社株式の取得による支出 △6,750 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △605,280 △769,813

財務活動によるキャッシュ・フロー   

劣後特約付借入れによる収入 － 2,000

株式の発行による収入 28,800 －

配当金の支払額 △6,500 △6,515

その他 － △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,300 △4,591

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45 △184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137,573 △44,551

現金及び現金同等物の期首残高 273,760 136,186

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  136,186 ※1  91,634
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社は、ソニー生命保険株式会

社、Sony Life Insurance  

(Philippines) Corporation、ソニー損

害保険株式会社、ソニー銀行株式会社、

ソニーバンク証券株式会社の５社です。

なお、ソニーバンク証券株式会社につ

いては、当連結会計年度において新たに

設立したため、連結の範囲に含めており

ます。 

(1) 連結子会社は、ソニー生命保険株式会

社、Sony Life Insurance  

(Philippines) Corporation、ソニー損

害保険株式会社、ソニー銀行株式会社、

ソニーバンク証券株式会社の５社です。

  (2) 連結の範囲から除外した子会社はあり

ません。 

(2)       同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の関連会社数 

該当する事項はありません。 

(1) 持分法適用の関連会社は、ソニーライ

フ・エイゴン・プランニング株式会社１

社です。 

なお、ソニーライフ・エイゴン・プラ

ンニング株式会社は、重要性が増したた

め、当連結会計年度より持分法の適用範

囲に含めております。  

  (2) 持分法を適用していない関連会社 

ソニーライフ・エイゴン・プランニング

株式会社 

同社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に重要な影響を与えないた

め、持分法の対象から除いております。

(2) 持分法を適用していない関連会社はあ

りません。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

Sony Life Insurance (Philippines) 

Corporationの決算日は12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたって

は、当該子会社の決算日の財務諸表を使

用しております。連結決算日と上記の決

算日との間に生じた重要な取引について

は、必要な調整を行っております。その

他の連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(ⅰ) 有価証券 

有価証券（買入金銭債権のうち有価証

券に準じるもの及び金銭の信託において

信託財産として運用している有価証券を

含む）の評価は、売買目的有価証券につ

いては時価法（売却原価の算定は移動平

均法）、満期保有目的の債券については

移動平均法による償却原価法（定額

法）、持分法非適用の関連会社株式につ

いては移動平均法による原価法、その他

有価証券のうち時価のあるものについて

は連結決算日の市場価格等に基づく時価

法（売却原価の算定は移動平均法）、時

価のないものについては移動平均法によ

る償却原価法（定額法）又は原価法によ

っております。なお、その他有価証券の

評価差額については、全部純資産直入法

により処理しております。 

(ⅰ) 有価証券 

有価証券（買入金銭債権のうち有価証

券に準じるもの及び金銭の信託において

信託財産として運用している有価証券を

含む）の評価は、売買目的有価証券につ

いては時価法（売却原価の算定は移動平

均法）、満期保有目的の債券については

移動平均法による償却原価法（定額

法）、その他有価証券のうち時価のある

ものについては連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（売却原価の算定は移動

平均法）、時価のないものについては移

動平均法による償却原価法（定額法）又

は原価法によっております。なお、その

他有価証券の評価差額については、全部

純資産直入法により処理しております。

  

  

(ⅱ) デリバティブ取引 

時価法によっております。 

(ⅱ) デリバティブ取引 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

  

(ⅰ) 有形固定資産 

主として、建物については定額法、動

産については定率法を採用しておりま

す。 

また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物   ４～45年 

動産   ２～20年 

(ⅰ) 有形固定資産（リース資産を除く） 

主として、建物については定額法、そ

の他については定率法を採用しておりま

す。 

また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物   ２～45年 

その他  ２～20年 

  (会計方針の変更) 

平成19年度税法改正に伴い、平成19年

４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく償

却方法により減価償却費を計上しており

ます。なお、これによる経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽

微であります。 

  （追加情報） 

当連結会計年度より、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産について

は、償却可能限度額に達した連結会計年

度の翌連結会計年度以後、残存簿価を５

年間で均等償却しております。なお、こ

れによる連結貸借対照表等に与える影響

は軽微であります。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  (ⅱ) 無形固定資産 

定額法により償却しております。な

お、自社利用のソフトウェアについては

利用可能期間（主として５年）に基づく

定額法により償却しております。 

(ⅱ) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ────── (ⅲ) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

(ⅰ) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、主として、資産の自己査定基準及び

償却・引当基準に則り、次のとおり計上

しております。 

破産、民事再生等、法的・形式的な経

営破綻の事実が発生している債務者に対

する債権等については、担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額等

を控除した、その残額を計上しておりま

す。上記以外の債権については、過去の

一定期間の貸倒実績率等に基づいて計上

しております。すべての債権は、資産の

自己査定基準に基づき、関連部署が資産

査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しており、

その査定結果に基づいて、上記の引当を

行っております。 

(ⅰ) 貸倒引当金 

同左 

  

  

(ⅱ) 賞与引当金 

従業員への賞与の支給に備えるため、

従業員に対する賞与の支給見込額のう

ち、当連結会計年度に帰属する額を計上

しております。 

(ⅱ) 賞与引当金 

同左 

  

  

(ⅲ) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる額を計上し

ております。 

会計基準変更時差異は、15年による均

等額を費用処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。 

(ⅲ) 退職給付引当金 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  

  

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（７～10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

  

  

  

(ⅳ) 役員退職慰労引当金 

役員への退職慰労金の支払いに備える

ため、当連結会計年度末における内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

(ⅳ) 役員退職慰労引当金 

同左 

  

  

(ⅴ) 価格変動準備金 

株式等の価格変動による損失に備える

ため、保険業法第115条の規定に基づき

算出した額を計上しております。 

(ⅴ) 価格変動準備金 

同左 

(4) 外貨建資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

連結決算日の為替相場により円換算して

おります。 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引について、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

────── 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

銀行子会社の金融資産から生じる金利リ

スクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘ

ッジ又は時価ヘッジによっております。固

定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッ

ジにおいては、「銀行業における金融商品

会計基準適用に関する会計上及び監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査

委員会報告第24号）に基づき一定の残存期

間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別

し、金利スワップ取引をヘッジ手段として

指定しております。また、その他有価証券

に区分している固定金利の債券の相場変動

を相殺するヘッジにおいては、個別にヘッ

ジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘ

ッジ手段として指定しております。共に、

ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条

件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行

っているため、高い有効性があるとみなし

ており、これをもって有効性の判定に代え

ております。 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

(ⅰ) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。ただし、

損害保険子会社の損害調査費、営業費及

び一般管理費等の費用は税込方式によっ

ております。なお、資産に係る控除対象

外消費税等のうち、税法に定める繰延消

費税等については、主として、その他資

産に計上し５年間で均等償却し、繰延消

費税等以外のものについては、発生事業

年度に費用処理しております。 

(ⅰ) 消費税等の会計処理 

同左 

  

  

(ⅱ) 連結納税制度の適用 

当社及び国内の一部の連結子会社は、

当社の株式公開によりソニー株式会社の

完全子会社ではなくなったことから、同

社を連結親法人とする連結納税制度から

離脱しております。 

────── 

  

  

(ⅲ) 責任準備金の積立方法 

保険業法第116条の規定に基づく準備

金であり、保険料積立金については次の

方式により計算しております。 

イ．標準責任準備金の対象契約につい

ては、金融庁長官が定める方式

（平成８年大蔵省告示第48号） 

ロ．標準責任準備金の対象とならない

契約については、平準純保険料式

(ⅲ) 責任準備金の積立方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、部分時価評価法を採用しておりま

す。 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

従来、部分時価評価法によっておりまし

たが、当連結会計年度から全面時価評価法

に変更しております。この変更は、連結子

会社の資産及び負債の評価方法として全 

面時価評価法がより合理的な方法として定

着しつつある動向を踏まえたものであり 

ます。なお、この変更による連結財務諸表

に与える影響はありません。 

６ のれんの償却に関する事

項 

５年間の定額法により償却を行っており

ます。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── (1)債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い 

国内の生命保険子会社においては、「債券の保有目的

区分の変更に関する当面の取扱い」（実務対応報告第26

号平成20年12月５日）が公表されたことに伴い、当連結

会計年度から同実務対応報告を適用し、「その他有価証

券」の一部を「満期保有目的の債券」の区分に変更して

おります。これにより、従来の区分で保有した場合に比

べ、有価証券は163百万円増加、繰延税金資産は59百万

円減少、その他有価証券評価差額金は104百万円増加し

ております。なお、区分変更した債券の概要等について

は、（有価証券関係）の「７ 保有目的を変更した有価

証券」に記載しております。 

────── (2)リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第13号平成19年３月30日）及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号同前）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年

度から適用されることになったことに伴い、当連結会計

年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。

なお、これによる経常利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響は軽微であります。  
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【表示方法の変更】

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── (連結貸借対照表関係) 

「保険業法施行規則」（平成８年大蔵省令第５号）別

紙様式が改正されたことに伴い、当連結会計年度から以

下のとおり表示を変更しております。 

(1) 「有形固定資産」の内訳項目として、「土地」、

「建物」、「リース資産」、「建設仮勘定」、および

「その他の有形固定資産」を表示しております。な

お、前連結会計年度末における「土地」は32,996百万

円、「建物」は50,068百万円、「建設仮勘定」は84百

万円、「その他の有形固定資産」は1,302百万円であ

ります。 

(2) 「無形固定資産」の内訳項目として、「ソフトウ

エア」、「のれん」、「リース資産」、および「その

他の無形固定資産」を表示しております。なお、前連

結会計年度末における「ソフトウエア」は13,817百万

円、「のれん」は2,505百万円、「その他の有形固定

資産」は89百万円であります。 

──────  (連結損益計算書関係) 

金額的重要性が増したため、当連結会計年度から「そ

の他業務収益」中の「外国為替売買益」を内訳項目とし

て表示しております。なお、前連結会計年度における

「その他業務収益」に含まれる「外国為替売買益」は、

5,773百万円であります。 
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【追加情報】

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

国内の生命保険子会社において、従来、その他有価証券

のうち時価のある国内株式及び外国株式等については、時

価の下落率が取得原価に比べて50％以上となっているもの

及び時価の下落率が30％以上50％未満となっているものの

中で時価が取得原価まで回復する可能性があると認められ

る場合を除き減損処理を行っておりましたが、当連結会計

年度から、時価の下落率が取得原価に比べて30％以上とな

っているものについては原則として減損処理を行うことと

いたしました。 

この結果、当連結会計年度の金銭の信託運用益は1,688

百万円減少し、有価証券評価損は4,276百万円増加し、経

常利益及び税金等調整前当期純利益は5,964百万円減少し

ております。  

────── 

──────  （その他有価証券に係る時価の算定方法の一部変更） 

 銀行子会社においては、その他有価証券として保有す

る変動利付国債については、従来市場価格に基づく価額に

より評価を行っておりましたが、「金融資産の時価の算定

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第25号平成20年

10月28日）の公表を受けて、昨今の市場環境を踏まえた検

討の結果、当連結会計年度末において市場価格を時価とみ

なせない状態にあると考えられるため、合理的に算定され

た価額による評価を行っております。この結果、市場価格

に基づく価額による評価と比較して、「有価証券」が

2,891百万円増加、「繰延税金資産」が240百万円減少、

「その他有価証券評価差額金」が2,650百万円増加してお

ります。 

なお、「合理的に算定された価額」の決定にあたって

は、当連結会計年度末日を基準としたCMT（コンスタン

ト・マチュリティ・トレジャリー）モデルにより価格を算

出しております。主要な価格決定変数である利子率につい

ては、基準日における日本国債のフォワードレートを使用

しております。また、割引率については日本国債のイール

ドカーブに一定の流動性リスクを考慮した値を使用してお

ります。 

 （危険準備金の取り崩し） 

国内の生命保険子会社においては、保険業法施行規則第

69条及び金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基

準（平成10年大蔵省告示第231号）第６条第２項に基づ

き、利差損のてん補に充てるため、危険準備金につき当連

結会計年度において19,000百万円の取り崩しを行っており

ます。 

（価格変動準備金の取り崩し） 

 国内の生命保険子会社においては、保険業法第115条第２

項に基づき、株式等の売買、評価換及び外国為替相場の変

動による損失並びに償還損の額が株式等の売買、評価換及

び外国為替相場の変動による利益並びに償還益の額を超え

る額のてん補に充てるため、当連結会計年度において

21,207百万円の取り崩しを行っております。 
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※1 有価証券には、関連会社の株式1,000百万円を含んで

おります。 

※1 有価証券には、関連会社の株式2,795百万円を含んで

おります。なお、当該株式は全て、共同支配企業に対

する投資額であります。 

※2 貸付金（又は貸出金）のうち、破綻先債権は15百万円

（貸倒引当金控除前）、延滞債権は227百万円（貸倒

引当金控除前）であります。なお、破綻先債権とは、

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続しているこ

とその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済

の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった

貸付金（又は貸出金）（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸付金（又は貸出金）」と

いう。）のうち、法人税施行令（昭和40年政令第97

号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸付金

（又は貸出金）であります。また、延滞債権とは、未

収利息不計上貸付金（又は貸出金）であって、破綻先

債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として利息の支払を猶予した貸付金（又は貸出金）以

外の貸付金（又は貸出金）であります。 

※2 貸出金のうち、破綻先債権は64百万円（貸倒引当金控

除前）、延滞債権は674百万円（貸倒引当金控除前）

であります。なお、破綻先債権とは、元本又は利息の

支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない

ものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償

却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。）のうち、法人税施行令（昭和40年政令

第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる

事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出

金であります。また、延滞債権とは、未収利息不計上

貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した

貸出金以外の貸出金であります。 

※3 貸付金（又は貸出金）のうち、貸出条件緩和債権は

244百万円（貸倒引当金控除前）であります。なお、

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利

となる取り決めを行った貸付金（又は貸出金）で、破

綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以上延滞債権に該当し

ないものであります。 

※3 貸出金のうち、貸出条件緩和債権は225百万円（貸倒

引当金控除前）であります。なお、貸出条件緩和債権

とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶

予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを

行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 

※4 有形固定資産の減価償却累計額は、10,926百万円であ

ります。 

※4 有形固定資産の減価償却累計額は、14,176百万円であ

ります。 

5 国内の生命保険子会社の特別勘定の資産の額は、

321,789百万円であります。なお、負債の額も同額で

あります。 

5 国内の生命保険子会社の特別勘定の資産の額は、

275,160百万円であります。なお、負債の額も同額で

あります。 

※6 国内の生命保険子会社に係る契約者配当準備金の異動

状況は次のとおりであります。 

※6 国内の生命保険子会社に係る契約者配当準備金の異動

状況は次のとおりであります。 

前事業年度末現在高 2,597百万円

当事業年度契約者配当金支払額 1,264百万円

利息による増加等 13百万円

契約者配当準備金繰入額 3,159百万円

当事業年度末現在高 4,506百万円

前事業年度末現在高 百万円4,506

当事業年度契約者配当金支払額 百万円1,577

利息による増加等 百万円39

契約者配当準備金戻入額 百万円429

当事業年度末現在高 百万円2,539
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